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要旨
　本研究は、保育所看護職を対象に調査を行い、保育所における医療的ケアが必要な子どもに対する支援の
実態と保育所看護職が医療的ケアについてどのような認識を持っているのかを明らかにし、医療的ケアが必
要な乳幼児期の子ども達の支援の在り方を検討することを目的とする。調査の結果、回答を得られた保育所
看護職の中で医療的ケアに対応している保育所看護職は約１割であった。保育所看護職の認識として、看護
職の約７割が医療的ケアの対応の必要性を感じている一方で、実際に現在所属する保育所での医療的ケアの
対応が可能と感じている看護職は約 3 割であることが分かった。また、保育所でクラスを担当しないフリー
の立場で配置され、保健業務に専念できる保育所看護職が、有意に医療的ケアへの対応が可能と認識してい
た。そして、保育所看護職の約 9 割が、保育所で医療的ケアに対応するためには「医療機関・専門機関との
連携」が必要と感じていた。また、医療的ケアに対応している保育所において、保育士が医療的ケアを看護
職と共に実施している実態が明らかになり、約 8 割の保育所看護職が、保育所で医療的ケアに対応するため
には、保育士に対しても医療的ケアに関する研修をしてほしいという意識があることが分かった。保育所で
医療的ケアに対応するためには、１．クラスを担当しないフリー配置で医療 / 保健業務に専念できる看護職
の確保、２．医療機関・専門機関との連携体制、３．保育士と看護職の協働、の３つが必要であると示唆さ
れた。
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Ⅰ．はじめに
医療的ケアを必要とする子ども達は、小児在宅医

療の推進や医療の進歩により自宅での生活が可能に
なり、地域の中で成長・発達している。文部科学省
によると医療的ケアが必要な児童生徒数は、平成 24
年度 7488 名で、医療的ケアが必要な子どもの数は
年々増加しており、在籍数に対して医療的ケアが必
要な子どもの割合は、小学部 10.7％、中学部 6.4％、
高等部 3.1％と低年齢ほど高い割合を示している 1）。
これまで、我が国では前述したような社会背景をう
けて、平成 17 年から、全都道府県の特別支援学校へ
の看護師の配置・派遣を実施してきた。また、看護

師の配置・派遣の下で研修を受けた教員が医療的ケ
アを行うことが許容される標準的範囲が示され、現
在、特別支援学校においては、看護師と教員による
医療的ケアの対応が行われている。

しかし、地域の保育所における医療的ケアの対
応は進んでいないのが現状である。近年、医療的ケ
アが必要な幼児の保育所への入所を求める訴訟が起
こるという事態も生じており、地域の中で生活する
医療的ケアが必要な乳幼児が抱える問題が明らかに
なってきている。下川は、「医療的ケア」の有無を保
育や教育行政の処分・措置の条件にするのではなく、
適切な支援が受けられるように自治体は一層の充実
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が求められると述べている 2）。上記のように医療的
ケアが必要な子ども達は、「医療的ケア」を理由に
地域の中で保育所への入所が困難な場合も少なくな
い。「医療的ケア」や障害の有無に関わらず、子ども
達一人ひとりが自分達の暮らす地域の保育所や学校
へ通うことは、我が国の障害者基本法に謳われてい
る「地域社会における共生」の確立や特別支援教育
の中で推進されている「交流・共同学習、障害児理解」
に向けた重要な課題である。しかし、特別支援学校
に看護師が配置・派遣されてから、特別支援学校で
の医療的ケアに関する研究については散見されるよ
うになってきたが、保育現場における医療的ケアが
必要な子ども達の保育に関する研究は、保育所への
入所や復園・就学準備の経緯を紹介した事例報告の
みと少なく 3）4）、医療的ケアが必要な子ども達の具
体的な保育の実態は明らかになっていない。

そこで、本研究は、保育所看護職を対象に調査を
行い、保育所における医療的ケアが必要な子どもに
対する支援の実態と保育所看護職が医療的ケアにつ
いてどのような認識を持っているのかを明らかにし、
医療的ケアが必要な乳幼児期の子ども達の保育所に
おける支援の在り方を検討することを目的とする。

Ⅱ．用語の定義
本研究における「医療的ケア」とは、「治療を目

的としたものではなく、生活行為として、障害のあ
る子どもの生命維持や健康の維持・増進のために行
う経管栄養、痰の吸引、導尿、酸素療法、内服・吸入・
皮下注射などを含む与薬等のケア」とした。ただし、
厚生労働省が平成 17 年に通知した「医師法 17 条・
保助看法 31 条の解釈について」5）の中で示された原
則医行為でない与薬は、本研究の「医療的ケア」の
定義から除くことにした。

また、本研究において保育所看護職がクラスを担
当していない配置状況を「フリー配置」、クラスを担
当している配置状況を「クラス配置」と定義した。

Ⅲ．方法
１．対象者

全国の保育所看護職 955 名を対象とした。

２．調査方法および調査内容
全国保育園保健師看護師連絡会の協力を得て、会

に所属する保育所の看護職に調査を依頼した。また、

全国保育園保健師看護師連絡会に所属していない
保育所の看護職に関しては、文献や保育所のホーム
ページ等での検索を行い、看護職が配置されている
保育所に依頼し、了解が得られた保育所の看護職に
依頼した。対象者に倫理的配慮を記載した調査依頼
書・調査用紙・返信用封筒の一式を送付し、回収方
法は対象者が回答後に返信用封筒に入れて返送する
方法とした。調査期間は平成 22 年 9 月～ 10 月であっ
た。調査内容は、保育所看護職の基本属性、所属す
る保育所での医療的ケアへの対応の有無、医療的ケ
アに対応している場合の医療的ケア実施状況、保育
所における医療的ケアに関する保育所看護職の認識
である。医療的ケアに関する保育所看護職の認識に
ついては、5 件法で回答を求めた。

３．倫理的配慮
本研究は、研究者が所属する機関の生命倫理委員

会の承認を得て実施した。対象者への調査依頼書に
は、アンケートは無記名であり、データは統計処理
を行われ、個人は特定されないことなどの匿名性の
保証に関すること、参加は自由意志であること、研
究協力承諾後においてもいつでも研究協力拒否が可
能であること、本研究以外にデータを使用しないこ
と、研究結果を公表する際には個々の対象者を特定
できないようにすることを記した。また、質問紙の
返信をもって研究への同意とすることを調査依頼書
に明記した。

４．分析方法
分析は、IBM SPSS Statistic 19 を用いて行った。

単純集計及び医療的ケアに関する看護職の認識の比
較には Mann-Whitney U 検定を用い、すべての有意
水準は 5％とした。

Ⅳ．結果
有効回答数 308 で、有効回答率 32.2%であった。

１．保育所看護職の基本属性　
保育所看護職の雇用形態は、常勤 262 名（85.1%）、

非常勤 46 名（14.9%）であった。配置状況は、フリー
配置 164 名（53.8%）、クラス配置 137 名（44.9%）、
病後児室 3 名（1.0%）、保健室 1 名（0.3%）であり、
クラス配置のうち、0歳児クラス担当が124名（90.5%）
であった。保育所における看護職配置人数は 1 人配
置が 264 名（85.7%）で、2 人以上配置は 31 名（10.0%）
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であった。看護職の業務内容は、主に園児の健康支
援や健康な環境づくりなど園の保健・安全管理を
行う「保健業務」に専念と回答した看護職は 67 名

（21.7%）で、「保健業務 / 保育業務の兼務」と回答し
たのは 223 名（72.4％）であった。（表 1 ）

２．保育所における医療的ケアが必要な子どもに対
する支援の実態

保育所看護職 308 名のうち、医療的ケアに対応し
ている保育所に所属していると回答した看護職は、
41 名（13.3%）であった。（ 表 1 ）
１）保育所で実施している医療的ケアの内容と医療

的ケアの実施者
医療的ケアに対応している保育所に所属している

41名の看護職が回答した保育所で実施している医療
的ケアの内容（複数回答）は、「坐薬」が最も多く27件
で、次に「内服」21件、「導尿」9件の順であった。（表2）

また、保育所における医療的ケアの実施者（複数
回答）は、保育所に配置されている看護職が最も多
く 36 名で、医療的ケア担当の看護師と回答したのは
4 名であった。そして、看護師と共に保育士が実施
していると回答したのが 5 名みられた。また、保護
者や本人、そして外部の訪問看護師が実施している
という回答もみられた。（表 3 ）

２）医療的ケア実施に関する手続きと連携先
医療的ケアに対応している保育所に所属している

41 名の看護職に、保育所における医療的ケア実施の
場合の手続き（複数回答）で必要となるものを尋ね
たところ、「医師からの診断書・意見書」が 29 件、「保
護者からの医療的ケア実施依頼書」29 件、「医師か
らの医療的ケア指示書・依頼書」が 17 件などであっ
た。（ 表 4 ）

また、医療的ケアに対応する際の専門機関等との
連携について尋ねたところ、「連携がある」と回答し
たのは 32 件で、「連携がない」と回答したのは 8 件
であった。連携先（複数回答）については、「園医・
委託医」25 件、「主治医」18 件、「他保育所の看護職」
14 件の順であった。（表 5 ）

表 1　保育所看護職の属性　　　　　　　　　  　（n=308）

表 2　医療的ケアの内容（複数回答）

表 3　医療的ケアの実施者（複数回答）

表 4　医療的ケア実施の手続き等（複数回答）
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３．医療的ケアに関する保育所看護職の認識
308 名の保育所看護職に、保育所における医療的

ケアに関して、所属する保育所における医療的ケア
実施の有無に関わらず、「医療的ケアが必要な子ども
があなたの保育所への入所を希望されている場合」
とし質問を行い、5 件法（1．思わない、2．あまり
思わない、3．どちらとも言えない、4．少し思う、5．
思う）で回答を求めた。　　

その結果、保育所での医療的ケアへの対応の必要
（以下、対応必要度とする）について、「思う」「少し
思う」と回答したのは 202 名（65.5%）であった。一
方、現在所属する保育所での医療的ケアの対応が可
能（以下、対応可能度とする）と「思う」「少し思う」
と回答した看護職は 80 名（26％）で、対応が可能と

「思わない」「あまり思わない」という回答が 124 名
（40.3％）であった。（表 6 ）

４．医療的ケアの対応可能度に関する保育所看護職
の認識の比較

１）保育所看護職の配置状況別の比較
保育所における看護職の配置状況の回答から保育

所看護職を、「フリー配置」群と「クラス配置」群の2 群
に分類した。保育所での医療的ケアの対応可能度に関
する保育所看護職の認識を得点化（1 点～5 点）し、得
点が高いほど医療的ケアの対応が可能であることを
示すことにした。配置状況別の2 群の認識得点を比較
すると、「フリー配置」群の保育所看護職の方が有意に

「医療的ケアの対応が可能」と認識していた。（図1 ）

表 5　専門機関等との連携の有無と連携先（複数回答）

表 6　保育所看護職の医療的ケアに関する認識　                                                                          （n=308）

図 1　医療的ケア対応可能度に関する看護職の認識の比較
（配置状況別）
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２）保育所看護職の業務内容別の比較
保育所における看護職の業務内容の回答から保育

所看護職を、「保健業務」群と「保健 / 保育業務の兼務」
群の 2 群に分類した。保育所での医療的ケアの対応
可能度に関する保育所看護職の認識を得点化（1 点
～ 5 点）し、得点が高いほど医療的ケアの対応が可
能であることを示すことにした。業務内容別の 2 群
の認識得点を比較すると、「保健業務」群の保育所看
護職の方が有意に「医療的ケアの対応が可能」と認
識していた。（図 2 ）

５．保育所における医療的ケアの対応に必要な体制
について

308 名の保育所看護職に、保育所で医療的ケアに対
応するために必要と思う体制について複数回答で尋ね
たところ、「医療機関・専門機関との連携」が最も多く、
288 名（94.1%）が必要と感じていた。次に、「看護師
の研修」250 名（81.7%）「担当看護師の配置」237 名

（77.7%）、「保育士の研修」237 名（77.7%）、「施設のバ
リアフリー化」218 名（71.2%）の順であった。（表 7 ）

Ⅴ．考察
１．看護職の確保と看護職の勤務条件の設定

今回の調査から、回答を得られた保育所看護職の
うち、医療的ケアに対応している保育所看護職は 41
名（13.3%）で約 1 割であることが分かった。また、
医療的ケアに対応している保育所での医療的ケアの
実施者は、保育所看護職が最も多く実施していた。
しかし、医療的ケア担当の看護師を確保している例
もわずかにある一方で、保育所に看護職がいるにも
関わらず、保護者が保育所に来て医療的ケアを実施
している例もあることが明らかになっている。上記
の結果から、保育現場で医療的ケアへ対応している
保育所看護職は、割合として少ないことが分かる。
その上、実際に保育所で医療的ケアに対応していて
も保育所看護職だけでは十分に医療的ケアに対応出
来ない現状が伺える。これは、保育所看護職の約７
割が医療的ケアの対応の必要性を感じている一方、
実際に現在所属する保育所での医療的ケアの対応が
可能と感じていたのは約 3 割であることからも推測
される。保育所における看護師配置は、保育所設置
基準における乳児保育に関する通知によって配置さ
れており、保育士定数内で配置されている看護職も
多く 6）、今回の調査結果でも約 7 割の保育所看護職
が、保育所全体の保健業務だけでなく保育業務を兼
務していることが明らかになっている。また、保育
所に看護職の配置があったとしても約 9 割の看護職
が１人配置であることから、保健業務だけでなく保
育業務も担う保育所看護職にとって、看護職だけで
医療的ケアが必要な子どもへ対応することは困難で
あることが推測される。今回の調査で約 8 割の保育
所看護職が、保育所で医療的ケアに対応するために
は「担当看護師の配置」が必要と感じていた。そして、
クラスを担当しないフリーの立場で保育所に配置さ
れ、保健業務に専念できる保育所看護職の方が有意
に「医療的ケアへの対応が可能」と認識していた。
このことから、保育所で医療的ケアに対応していく
ためには、保育所の中でフリーの立場で医療的ケア
に対応でき、保育所内の医療・保健業務に専念出来
る看護職を配置する必要があることが示唆される。
村上らの先行研究によると、保育所において看護職
配置園のほうが、保健活動がより充実しており看護
職の長所を挙げていることが報告されている 7）。ま
た、荒木らの調査では、看護師等を配置していない

図 2 医療的ケア対応可能度に関する看護職の認識の比較
（配置状況別）

表 7　医療的ケアの対応に必要な体制（複数回答）（n=308）
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保育所の 6 割以上が、園児の事故や病気、健康管理
や保健指導において困ったことがあったという結果
が示されている 8）。これらの先行研究からも保育所
での看護職の役割の重要性は示唆されており、保育
所において医療的ケアに対応していくためには看護
職の配置を進めていくことは必須と考えられる。し
かし、看護職未配置保育所を対象に行った長尾らの
研究では、看護職の配置が必要であると答えた保育
所は 7 割であるが、「財政的余裕がない」「保育士の
確保を優先」「自治体の方針」「児童福祉施設最低基
準に定められていない」などの現実的な制約から配
置が進まないことが示されている 9）。このように様々
な要因により、保育所への看護職の配置が進まない
中で、医療的ケアが必要な子ども達を支援していく
ためには、保育所における看護職確保として、全て
が保育所に看護職を「配置」という方法だけでなく、
今回の調査において、医療的ケアに対応している保
育所看護職の 1 名が回答していたように、訪問看護
師を保育所においても利用できるような訪問看護制
度をシステムとして作るなど、様々な方法を取り入
れながら柔軟に対応していくことも必要と考えられ
る。

２．医療機関・専門機関との連携体制
保育現場において、ほとんどの保育所看護職が

保育所の中で１人配置であることから、保育所で医
療的ケアに対応するためには、医療的ケアを行う保
育所を支えるサポート体制を整えることも重要であ
る。今回の調査で医療的ケアに対応する際、専門機
関等と連携している例が多くみられたが、「連携がな
い」という実態も明らかになった。保育所看護職の
約 9 割が、保育所で医療的ケアに対応するためには

「医療機関・専門機関との連携」が必要と感じており、
保育所が地域の中で連携先の確保をスムーズに行え
るような体制を確立していかなければならない。そ
のためには、保育所のある自治体を中心に保育所と
医療機関・専門機関との連携をシステムとして作り
あげていくことが必要と考えられる。

３．保育士と看護職の協働の必要性
今回の調査で約 8 割の保育所看護職が、保育所で

医療的ケアに対応するためには「担当看護師の配置」
や「看護師の研修」だけでなく、「保育士の研修」に
ついても必要と回答していた。保育所看護職は、保

育所として医療的ケアの子ども達を預かる上で看護
職だけでなく、保育士に対しても医療的ケアに関す
る研修をしてほしいという意識があることが分かっ
た。そして、実際に今回の調査結果からも、保育士
が医療的ケアを看護職と共に実施している例が明ら
かになっている。現在、特別支援学校では、研修を
受けた教員が、許容される行為の標準的範囲内のケ
アを実施しており、医療的ケアが必要な児童生徒へ
の対応は教員と看護師の協働で行っている。今後、
保育所においても保育士や看護職がそれぞれの専門
職として協働し、医療的ケアが必要な子ども達の保
育に対応していくことが求められる。そのためには、
保育士への教育プログラムを作成し、教育・研修体
制を早急に整える必要がある。そして、保育士が子
どもの健康管理の一環として医療的ケアについての
知識を持ち、研修等を受けた後に、特別支援学校の
教員のように許容されるケアの実施を担う体制も確
立していく必要があると思われる。

Ⅵ．今後の課題
　今後、医療技術がますます進歩し、医療的ケア

への対応は地域社会の中で不可欠のものとなる。医
療的ケアが必要な子ども達への支援において、特別
支援学校への看護師配置・派遣システムが確立され
たように、各自治体で医療スタッフを重点的に配置
した医療的ケア対応拠点保育所を設置・整備し、医
療的ケアが必要な子ども達の受け入れを国のモデル
事業として取り組んでいくことが今後の課題と考え
る。

本研究は、平成 21 ～ 22 年度科学研究費補助金〔若
手研究 B、課題番号 21792273〕の助成を受けて行っ
た研究の一部である。なお、この内容の一部は第 58
回日本小児保健協会学術集会にて発表した。
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